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１ 公共施設等総合管理計画策定の目的 

 

（１）計画策定の背景及び目的 

平成２６年４月に総務省から、公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進につい

て、「公共施設等総合管理計画」の策定要請がありました。全国で公共施設の老朽化等

による悲惨な事故が報告される中で、早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期

的な視点で、更新・統廃合・長寿命化などを総合的かつ計画的に実施するものです。  

多摩ニュータウン開発とともに多くの公共施設を整備してきた本市では、国からの

要請に先駆けて、施設白書をはじめ公共施設に関する個別計画を策定し計画的に施設

更新等を進めているところです。  

本市でも、全国の地方公共団体と同様に厳しい財政状況が続き、見通しが不透明な

中で、今後、公共施設等の大多数が更新の時期を迎え、莫大な費用がかかる見込みで

す。また、人口の減少や少子高齢化の進行等により、公共施設等に対する将来的な需

要は変化していきます。    

本計画は、本市が所有する建築物及び道路、橋梁、下水道、公園、屋外スポーツ施

設等の工作物について、長期的な視点で、更新・統廃合・長寿命化などを総合的かつ

計画的に実施し、財政負担の軽減と平準化を図るとともに、将来のまちづくりの実現

に寄与することを目的とします。  

 

（２）計画の位置付け 

   本計画は、市の行政計画の最上位に位置する「第五次多摩市総合計画・第３期基本

計画」を上位計画とし、公共施設に関連する将来的な財政負担の軽減と平準化を図り、

「第五次多摩市総合計画・第３期基本計画」の実現に寄与する計画です。  

また、本計画の基本的な方針等は、現時点で把握可能な情報等に基づいて示したも

のであり、個別施設の具体的な内容は施設分野ごとの計画で示していきます。  
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■本計画の位置付け  

注 上記計画の実線囲みは既に策定済みで、点線囲みは今後策定予定のものです  

 

（３）計画の対象施設  

   本計画では、本市が所有する建築物及び工作物（道路、橋梁、下水道、公園、屋外

スポーツ施設等）（以下「公共施設等」という。）を対象とします。 

 

本計画の対象施設    (計画期間  平成 27～令和 6（2024）年度の範囲) 

建築物 工作物  

小・中学校、庁舎、総合体育館、図

書館、保育園、複合文化施設（パル

テノン多摩）等 

道路、橋梁、下水道、公園、屋外スポー

ツ施設等 

 

  

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

公園

屋外
ｽﾎﾟｰﾂ施設

下
位
計

画

本計画

上位計画

建築物

道路

下水道

第五次多摩市総合計画

第２期基本計画

第五次多摩市総合計画

第３期基本計画

公共施設等総合管理計画

橋梁長寿命化修繕計画

道路施設等

更新計画

下水道長寿命化（ストックマネジメント）計画

公園施設長寿命化計画

ストックマネジメント計画

公共施設の見直し方針と行動プログラム

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設管理更新計画

舗装更新計画

市営住宅等長寿命化計画

資源化センター

長寿命化計画

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画

資源化センター長期修繕計画

下水道総合地震対策計画（第二期）

下水道総

合地震対

策計画

（第一期）
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２ 本市の現状・将来の見通しと課題 

 

（１）人口の現状・将来の見通しと課題  

   令和３年３月策定の「第２期多摩市まち・ひと・しごと創生総合戦略」において定

めた、本市の目指す将来人口は次のとおりです。  

   

■多摩市の人口の将来推計  

 

■将来展望人口の年齢３区分別人口割合  

いずれも『第２期多摩市まち・ひと・しごと創生総合戦略（ 2021（令和  3）年  3 月）』より抜粋 

 

本市では、平成２７（２０１５）年と令和２７（２０４５）年を比較して、総人口

では１０．２％減少の１３１，６３７人に、総人口に占める生産年齢人口の割合では

１１．６ポイント減少の５０．１％にとどめることを目指しています。  

急速に進行する高齢化による年齢構成のバランスの悪化と将来的な人口減少を前

提としながら、当面の人口推移を横ばいないし微減にとどめるため、若い世代の流入

と出生数の増加を促すことが必要です。
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（２）財政の現状・将来の見通しと課題  

   本市の歳入では、市税が一番大きな割合を占めています。令和２年度決算における

構成比は３９％と、都内２６市の中でも３番目に高い比率となっています。  

 

  ■多摩市の歳入構成 

 

近年、人口は増加していましたが、市税は増減を繰り返しています。  

令和２年度は、増加傾向が続く固定資産税・都市計画税のほか、個人・法人市民税

も増加し、市税全体として３ .０億円の増加となりました。  

 

■多摩市の市税の推移  

令和２年度  多摩市の財政状況より  

令和２年度  多摩市の財政状況より  
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多摩市の経費を性質別に分類すると、近年は、人件費（職員の給与や議員、委員

等の報酬等）は減少しているものの、扶助費（生活保護費や障害者総合支援法の給付

費などの福祉・医療に係る経費）が大幅に増加しています。  

   一方、維持補修費（施設や道路などを維持するための経費（増改築等は含まれない））

は横ばい傾向です。普通建設事業費（施設建設や道路新設などの建設事業費で、いわ

ゆる社会資本の整備に要する経費）は減少傾向にありましたが、令和元年度から大規

模な公共施設の更新等により、増加しています。 

 

■多摩市の性質別経費の推移  

 

   将来的には、生産年齢人口の減少や高齢化の進行により、歳入では市税収入の落ち

込み、歳出では扶助費の大幅な増加が見込まれることから、公共施設等の維持や更新、

新設等に必要な維持管理費や普通建設事業費に十分な財源を割り当てることが困難に

なることが想定されます。  

 

  

令和２年度  多摩市の財政状況より  
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（３）公共施設等の現状  

本市の公共施設等の保有量とその推移は以下の通りです。建築物については学校跡

地の解体等により減少傾向にあります。道路については令和元年度に道路台帳を再整

備したことにより保有量を整理しました。 

 

  ■公共施設等の保有量とその推移  

種類  H27 H28 H29 H30 R1 R2 

建築物  384,602 ㎡  386,819 ㎡  388,089 ㎡  382,918 ㎡  385,657 ㎡  384,711 ㎡  

道路  

 道路  996 路線  

(210 ㎞ ) 

995 路線  

（ 215km）  

995 路線  

（ 215km）  

995 路線  

(215 ㎞ ) 

995 路線  

（ 215km）  

14791 路線  

(256 ㎞ ) 

自転車歩行

者専用道路  
125 路線  

(41 ㎞ ) 

125 路線  

（ 41km）  

125 路線  

（ 41km）  

125 路線  

(41 ㎞ ) 

125 路線  

（ 41km）  

188 路線  

(36 ㎞ ) 

橋梁  

 車道橋  64 橋  64 橋  64 橋  64 橋  64 橋  64 橋  

人道橋  112 橋  112 橋  112 橋  112 橋  112 橋  112 橋  

その他  4 橋  4 橋  4 橋  2 橋  2 橋  2 橋  

下水道  

 汚水  311 ㎞  311km 312km 312 ㎞  312km 312 ㎞  

雨水管  246 ㎞  249km 249km 249 ㎞  249km 249 ㎞  
公園  

 

総合公園  3 箇所  3 箇所  3 箇所  3 箇所  3 箇所  3 箇所  

地区公園  1 箇所  1 箇所  1 箇所  1 箇所  1 箇所  1 箇所  

近隣公園  25 箇所  25 箇所  25 箇所  25 箇所  25 箇所  25 箇所  

街区公園  133 箇所  133 箇所  133 箇所  134 箇所  133 箇所  133 箇所  

都市緑地  45 箇所  46 箇所  46 箇所  46 箇所  26 箇所  46 箇所  

公園橋  15 橋  15 橋  15 橋  15 橋  15 橋  15 橋  
屋外スポーツ施設       

 

野 球 場 ・

球技場 
9 箇所  9 箇所  9 箇所  9 箇所  9 箇所  9 箇所  

庭球場 9 箇所  9 箇所  9 箇所  9 箇所  9 箇所  9 箇所  

ｷｬﾝﾌﾟ練習場  1 箇所  1 箇所  1 箇所  1 箇所  1 箇所  1 箇所  

陸上競技場  1 箇所  1 箇所  1 箇所  1 箇所  1 箇所  1 箇所  

   ※保有量は、対象とする資産の整理等により過去の数値と異なる場合があります。  

 

これらの公共施設等を維持するために、本市では以下の費用がかかっています。  

 

■現在要している維持管理経費  

種類 1 年間(概算) 

建築物 10.6 億円 

道路 10.3 億円 

下水道 3.1 億円 

公園 6.7 億円 

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設  0.7 億円 
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本市では固定資産台帳を整備しており、固定資産台帳から減価償却率を算出すること

ができます。減価償却率は 100％に近いほど施設の老朽化が進んでいることを意味して

おり、更新や修繕等を実施すると、減価償却率は押し下げられます。  

 

本市の固定資産台帳は、地方公営企業法を適用しているため固定資産台帳を別に整備

する下水道事業を除き、固定資産台帳を整備した平成 28 年度より前の更新や修繕等は

反映しておらず、減価償却率が実態よりも高く算出される傾向があります。  

しかし、公共施設等の老朽化は確実に進行しているため、安全に使い続けるために

は、計画的な更新や修繕等を行う必要があります。  

 

■減価償却率のシミュレーション  

 

■公共施設等の減価償却率推移  

種類 H28 末 H29 末 H30 末 R1 末 R2 末 

建築物 56.86% 57.00% 58.75% 58.25% 61.95% 

道路 － － － 63.45% 65.20% 

橋梁 － － － 71.68% 70.28% 

下水道 － 5.22% 10.35% 15.42% 20.29% 

  ※固定資産台帳整備以前に取得し、価額を算出できない (再調達原価の定めがない )資産が

多い施設 (H30 年度末以前の道路及び橋梁、公園、屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設 )は記載しません。  

※下水道施設については、固定資産台帳を整備した平成 29 年度末から記載しています。

また、下水道事業の固定資産台帳は、資産取得時から減価償却が行われてきたものとし

て算定した額（台帳整備時点で減価償却を行った後の額）を資産の取得価額とする方法

をとっているため、他施設よりも低い値となっています。  

 

  【参考】減価償却とは  

固定資産台帳では減価償却を行います。減価償却とは、利用期間 (耐用年数)にその

資産の価値を割り当て、その価値を減少させる処理です。減価償却率は、取得価額の

うち、減価償却した資産の価値の割合です。   
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（４）公共施設等を維持するために（長寿命化対策について）  

   今後、公共施設等への財源の割り当てが困難になることが想定される中で、公共施

設等を維持するため、本市では老朽化した施設を単純に更新するのではなく、点検や

調査に基づく予防保全を行う等の長寿命化対策を講じながら管理しています。長寿命

化対策を講じることにより、安全かつ効率的に公共施設等を維持することが可能にな

ります。  

 
 ■長寿命化前後の見込みと差(効果額) 

種類 長寿命化前  長寿命化後  差(効果額) 期間 

建築物 715 億円 558 億円 157 億円  19 年間  

道路 

 幹線道路  1.4 億円/年 1.2 億円/年 0.2 億円/年 
毎年度 

生活道路  1.7 億円/年 0.7 億円/年 1.0 億円/年 

橋梁 456.0 億円 216.8 億円 239.2 億円  50 年間  

下水道 

 管路施設等  1,727 億円 777 億円 950 億円  
80 年間 

ﾎﾟﾝﾌﾟ施設等  133 億円 71 億円 62 億円  

公園 32.3 億円 31.0 億円 1.3 億円  10 年間  

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設  29.8 億円 23.1 億円 6.6 億円  20 年間 

  ※詳細な条件や金額等は P.2「本計画の位置付け」記載の各個別施設計画をご確認く

ださい 

 

（５）現状や課題に対する認識（まとめ）  

   既述のとおり、多摩市の人口の将来推計によると、令和２７（２０４５）年度には、

人口は平成２７（２０１５）年度と比較して１割強の約１．５万人減少、高齢化率は

３９．２％とすることを目指しています。 

   財政の現状は、歳入では市税の割合が都内２６市の中で３番目に高い構造となって

おり、歳出では扶助費（生活保護費や障害者総合支援法の給付費などの福祉・医療に

係る経費）が増加の一途をたどっています。歳入、歳出ともに、今後の人口減少及び

高齢化率の上昇に対して影響を受けやすい構造となっています。また、普通建設事業

費（施設建設や道路新設などの建設事業費で、いわゆる社会資本の整備に要する費用）

は、大規模な公共施設等の更新等がしばらく続くため、高水準で推移していく見込み

です。 

   以上のことから、今後は、人口減少と高齢化率の上昇等による市税の落ち込みから、

普通建設事業費の捻出が困難となり、更新の時期を迎える公共施設等への対応ができ

なくなる可能性があります。現状の公共施設等を全てそのまま維持することは大変厳

しい状況です。 

これからも公共施設等を安全に使用し続けるためには、本市の魅力を高めるまちづ

くりを推進し、人口の推移をほぼ横ばいから微減に留めることに努めるなど、税収の

落ち込みを回避し、公共施設等の更新のための財源を確保するとともに、公共施設等

に係る財政負担の軽減と平準化を念頭に、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化など

を、長期的な視点で総合的かつ計画的に実施することが必要です。   
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３ 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針  

 

（１）計画期間  

   本計画の計画期間は、平成２７年度から令和６（２０２４）年度までの１０年間と

します。  

 

（２）計画目標  

   公共施設等の更新を効率的に実施し、公共施設等の安全と機能を確保します。その

ために次の３つを実施します。  

   ○ 公共施設等の総量及び経費を縮減し、財政負担を軽減します。  

   ○ 公共施設等の更新は、特定年度への集中を防ぎ、財政負担を平準化します。  

   ○ 公共施設等の更新は、劣化状況が明らかになってからではなく（事後保全）、あ

らかじめ劣化について将来予測をして実施します（予防保全）。  

 

（３）全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策  

   建築物については、行政管理課が一元的にマネジメントします。道路、橋梁、下水

道、公園、屋外スポーツ施設等の工作物については、行政管理課と所管課が連携して

マネジメントします。  

   公共施設等の更新のための予算については、事業優先度の判断に応じた配分を行い

ます。 

 

（４）公共施設等の管理に関する基本的な考え方  

①  点検・診断等の実施方針 

種別 内容 

建築物 建設後３０年を迎える建築物については、事前に劣化状況の確認を行

い、改修が必要な部位の特定や、工事方法等の検討を行い、更新の基本

設計や実施設計の精査に役立てます。劣化状況の確認は、建築物の各部

材や設備機器の劣化具合について、点検結果の内容確認を行い、その上

で現地に赴き目視点検・触診点検等を行い、総合的に評価します。  

道路  幹線道路の舗装については、路面性状調査を５年に１回程度の頻度で

実施しています。ひび割れ率、わだち掘れ量、平坦性を測定し、近年で

は、その中でも路面補修の要因となるひび割れ率に着目し、路面の劣化

状況を確認しています。  

橋梁 道路交通課で管理する１７６橋を対象に５年に１回の頻度で定期点検

を実施し、健全度の評価を行っています。なお、定期点検については、

平成２６年度から道路法に基づく法定点検になりました。  
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種別 内容 

下水道 小口径の管ではＴＶカメラ調査を、大口径の管では目視調査を基本に行

っており、管渠等の劣化状況を確認しています。調査は、多摩市全域を汚水

管渠は１０区域、雨水管渠は１５区域に区切り、毎年、汚水管渠、雨水管渠

をそれぞれ１区域ずつの点検と計画的な調査を行っています。  

公園 公園施設長寿命化計画に基づき、予防保全型管理を行う公園施設は５

年に１回を標準として健全度調査を、遊具については年１回の定期点検

を実施し、施設の劣化損傷状態を確認しています。また、事後保全型管

理を行う公園施設については、維持保全（清掃・保守・修繕）、日常点検

等を原則とし、公園施設の機能の保全と安全性を維持しています。  

屋外ｽﾎﾟｰﾂ

施設 

屋外スポーツ施設管理更新計画に基づき、施設の健全度等を確認する

ための調査及び点検を５年に１回の頻度で実施します。また、日常的に

施設を巡回し、施設の異常の有無や劣化損傷状況などを確認する日常点

検を実施します。  

    

②  維持管理・修繕・更新等の実施方針  

種別 内容 

建築物 劣化状況に応じて、「補修」や「修繕」、または、劣化度が高く補修や修繕

で対処できない場合は「部位改修」を行い、機能の回復を図ります。さらに、

建築物全体に劣化が進行し、補修・修繕・部位改修では機能が維持できなく

なる概ね３０年で「大規模改修」を実施し、施設の性能・機能水準を新築時

のレベルまで回復させ、併せてバリアフリーや耐震基準、省エネ等、時代変

化に伴う社会的要求水準の上昇に対応し、建築物の安全性と機能性の確保

を図っていきます。なお、供用廃止し、かつ、今後も利用の見込みのない建

築物については、速やかに解体を行います。  

道路 幹線系道路舗装については、長年実施してきた路面性状調査結果の分

析等から、更新箇所を選定する場合に用いる指標をひび割れ率 35%とし、

管理しています。主要な生活道路については、路面性状自動測定車によ

る路面点検（路面性状調査）を行って路面劣化状況を把握しますが、占

用企業者による工事が多く、大型車交通が少ないことなどから、基本的

に道路パトロールや市民からの情報に基づいて管理を行います。  

橋梁 道路交通課で管理する１７６橋を対象として定期点検を実施し、健全度

の評価を行い、早期の措置を講ずる必要があると判断された橋梁について

は、可及的すみやかに修繕等を実施し、健全度の確保を図っています。  

下水道 システム化した下水道台帳に、点検・調査結果、施設の状態評価、改

築補修・維持補修、苦情・事故等のデータを追加、蓄積して活用してい

くとともに、多摩市下水道事業長寿命化(ストックマネジメント )計画に

基づき、効率的な維持管理を行っていきます。  
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種別 内容 

公園 公園施設長寿命化計画に基づき、予防保全型管理を行う公園施設の健

全度がＣ判定（全体的に劣化が進行している。現時点では重大な事故に

つながらないが、利用し続けるためには部分的な補修、もしくは更新が

必要）になる前に可能な限り計画的な修繕や塗装、部材交換等を行いま

す。遊具についても定期点検により劣化損傷を把握し、必要に応じて消

耗部材の交換等を含む施設の補修を行います。また、事後保全型管理を

行う公園施設については、日常の維持保全等により施設の劣化や損傷を

把握するとともに、著しい劣化や損傷（継続利用が困難）を把握した場

合、施設の更新を行います。  

屋外ｽﾎﾟｰﾂ

施設 

定期点検および日常点検により、施設の劣化損傷状態を確認し、補修

が必要な部位の特定や補修方法・更新時期などを検討した上で、施設の

状態に応じて適切な対策を講じます。施設の更新は、すべてが公園内に

設置されていることなどから、公園施設と連携して行うことを基本とし、

屋外スポーツ施設管理更新計画に基づき計画的に行います。  

 

③  安全確保の実施方針  

種別 内容 

建築物 点検・診断等により危険性が認められた建築物については、速やかに

必要な処置を施します。  

道路 路面の健全性を把握するため実施する路面性状調査を５年に１回実施

し、予防保全型路面管理の考え方を導入し、取り組んでいきます。  

橋梁 道路法に基づく健全性区分（Ⅰ～Ⅳ）を第一とする対策の優先順位の

考え方に見直し、５年に１回の定期点検の結果に基づいた計画的な修繕

と、維持工事による措置を行います。  

下水道 管渠の調査結果に基づき、損傷が大きい施設について、計画的に修繕、

改築等を実施して、事故を未然に防止するとともに、流水機能を確保し

ます。  

公園 施設の劣化や損傷を把握するとともに、著しい劣化や損傷（継続利用

が困難）を把握した場合、施設の更新を行います。  

屋外ｽﾎﾟｰﾂ

施設 

点検等を着実に実施し、予防保全型の管理を実施することで安心・安

全な施設の整備を推進します。  
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④  耐震化の実施方針  

種別 内容 

建築物 昭和５６年５月以前（旧耐震基準）に建設した建築物は、耐震診断・

耐震補強を実施してきましたが、小規模の建築物の中には未実施のもの

があります。引き続き必要な処置をします。また、災害時の活動や支援

を円滑に行えるよう、機能の移転や活動拠点の整理を行います。  

橋梁 橋梁の交差条件・路線種別・周辺施設等に応じて優先度を設定し、耐

震補強工事を実施しています。なお、耐震補強工事は、効率性及び経済

性を踏まえて、長寿命化修繕計画に基づき、大規模更新工事と併せて実

施しています。  

下水道 本市の下水道は、地盤が安定していることもあり、大きな地震動にも

耐えられる構造であることが確認できています。しかし、更なる安全性

の向上のため、「多摩市下水道総合地震対策計画」に基づき、耐震化優先

度の高い重要な幹線について、管路の耐震化工事を実施しました。引き

続き、重要な幹線以外の管路についても耐震化に向けた取り組みを進め

ていきます。  

 

⑤  長寿命化の実施方針  

種別 内容 

建築物 建築物の改築時期を 60 年と定めていますが、長寿命化検討フローに

基づき物理的・機能的・経済的な性能を評価したうえで 60 年以上使用す

ることを目標とし、改修工事等を行います。  

道路 予防保全型路面管理の考え方を導入し取り組んでいきます。予防保全

型路面管理では大規模修繕が少ない時期に重点的に延命・長寿命化処置

を行うことで、予算の安定化・平準化を無理なく効果的に行うことがで

き、路面管理状態の向上にもつながります。  

橋梁 橋梁の交差条件や構造特性を踏まえた管理方針のもと、早期に措置が

必要となる橋梁の精査、それらの健全性回復を優先しつつ、予防保全型

とした橋梁の長寿命化及び架替時期の分散をすることで予算の平準化を

図ります。  

下水道 持続可能な下水道サービス提供のため、多摩市下水道事業長寿命化 (スト

ックマネジメント )計画に基づき、効率的な維持管理を実施していきます。 

公園 健全度調査を行った施設に対し施設の劣化状況や設置状況により縮減

効果を検討し、縮減効果が得られる施設については、予防保全型管理施

設として施設の長寿命化を図ります。また、施設の長寿命化対策事業に

ついては、財政負担の平準化を図るとともに国の補助金及び都市計画税

を活用し、計画的な施設更新（再整備）を実施します。  

屋外ｽﾎﾟｰﾂ

施設 

定期点検による健全度評価や施設の状況に応じた補修等を行い、施設

を長く良好な状態を維持することで更新時期の延伸を図り、ライフサイ

クルコストの低減につなげます。  
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⑥  過去に行った対策の実績 

種別 内容 

建築物 ②維持管理・修繕・更新等の実施方針に従い、改修等を実施していま

す。近年では主に複合文化施設の改修、第二小学校の建替え、小中学校

の改修等を実施しました。  

道路 幹線系道路を対象  として路面性状調査を５年に１回程度の頻度で実

施し、舗装の健全度の評価し、平成２７年度から現在までに 12.3km 更新

をおこなってきました。今後は、舗装更新計画に基づき、予防保全型の

管理を行っていきます。  

橋梁 ５年に１回の頻度で定期点検により健全度の評価を行い、早期の措置

を講ずる必要があると判断された橋梁に修繕等を実施し、維持してきま

した。今後は、修繕等に加え、予防保全型の管理も行っていきます。  

下水道 ①点検・診断等の実施方針に示した調査と清掃を、平成 9 年度から現

在までに約 737 ㎞行っており、管路施設の延長約 560 ㎞に対して 1 回以

上清掃・調査を実施しています。  

公園 ②管理・修繕・更新等の実施方針に従い、総合公園１箇所、街区公園

１８箇所（連光寺地区８箇所、関戸地区５箇所、愛宕地区５箇所）の更

新を実施しました。  

屋外ｽﾎﾟｰﾂ

施設 

各施設の劣化状況に応じて改修等を行い維持してきましたが、平成  

３０年度に健全度調査を実施し、施設全体の劣化状況を把握しました。

今後は、②維持管理・修繕・更新等の実施方針等に基づきながら、改修

等を実施していきます。  

 

⑦  ユニバーサルデザイン化の推進方針  

「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画」（平成 29 年 2 月 20 日ユニバーサルデザ

イン 2020 関係閣僚会議決定）におけるユニバーサルデザインの街づくりの考え方を

踏まえ、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインに対応した施設整備を行います。

また、既存施設についてはバリアフリー化を進め、ユニバーサルデザインに近づける

ための整備を行います。 

 

⑧  統合や廃止の推進方針  

    建築物については、本計画の下位計画である「多摩市公共施設の見直し方針と行

動プログラム」に基づき、施設の統廃合等を実施します。なお、建築物の解体にあ

たっては、財政負担の平準化を図ることを目的に地方債の活用を検討します。  

    屋外スポーツ施設については、利用状況や収支状況など多様な視点から今後の施

設の方向性を検討し、状況に応じて施設総量や規模の適正化を図ります。  

    道路、橋梁、下水道、公園については、原則として廃止は行わず、将来も適切に

維持し続けます。  
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⑨  総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針  

    本市の職員構成は、直近１０年間に採用した職員が全体の約３分の１を占めるな

ど世代交代が進んでいます。今後も多くのベテラン職員の退職と、それに伴う新規

採用が続くため、ベテラン職員から若手職員への技術の継承が課題となっています。

そこでＯＪＴ等による円滑な技術継承の取り組みを実施していきます。  

 

⑩  ＰＰＰ／ＰＦＩの活用について  

    公的主体と民間が連携して公共事業を実施する手法の総体をＰＰＰ（パブリック・

プライベート・パートナーシップ）といいます。本市では、公共施設等の管理・運

営において市民や民間企業等が協働するＰＰＰを適宜実施します。  

    ＰＰＰのひとつであるＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・イニシアチブ）は、

公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等といった業務の全部または一部を民間

に一括して発注することで、市が要求する水準を満たし、更に民間の自主性と創意

工夫を発揮する手法をいいます。本市では、平成２７年３月に多摩市版ＰＦＩガイ

ドラインを定め、建築物の整備、維持管理、運営等の一連の公共事業について、必

要に応じてＰＦＩ導入を検討することとしています。また、平成２９年の都市公園

法の改正によるＰａｒｋ－ＰＦＩ制度の創設に伴い、公園においてもＰＰＰ／ＰＦ

Ｉの導入を検討していくこととしています。  

 

⑪  地方公会計（固定資産台帳）の活用について  

統一的な基準による財務書類を作成する上で必要となる「固定資産台帳」を毎年更

新します。また、固定資産台帳の情報を活用し、保有する公共施設等の管理を効率的

に行うことを検討します。  

 

（５）フォローアップの実施方針  

①  総合管理計画の更新 

    本計画の各下位計画については、進捗状況や社会経済状況等の環境の変化を踏ま

え、必要に応じて計画を更新します。各下位計画の更新にあたり、相互の整合性を

確保するためなどの必要に応じて本計画を更新します。 

 

②  市民参画等 

    本計画の次期更新にあたっては、市民参画による市民の意見を求めます。また、

更新後は、内容について本市公式ホームページや行政資料室等で公表します。 
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